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民法について大改正があると聞きました。
相続分野について教えてください。

固定資産税の納付書が送られてきました。
住宅用地の軽減について教えてください。

今⽉の
Q&A

TEL : 075-693-6363 FAX : 075-693-6565 URL : http://www.ego-kcc.com

■■■■■■ お問い合わせ ■■■■■■■
〒601-8328京都市南区吉祥院九条町３０番地１ 江後経営ビル

今月のお知らせ

真ん中の□に漢字を⼊れて、⼆字熟語を４つ
作ってみましょう︕
ただし熟語は⽮印の⽅向に読みます。

※ 正解は次号資産税NEWSにて発表いたします。

今月の
クイズ

？

※ 前号（No.147 平成30年6⽉号）の解答は【列】でした。

①⽔→□ ②⽬→□
③□→⼦ ④□→座 の4つの⼆字熟語が出来ます。
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税理士 江後慎太郎

2018年3⽉13⽇に⺠法改正案が国会に上程されました。相続分野の⾒直し
は40年ぶりのことで、国会で成⽴すれば2022年春にも施⾏される予定です。

今回の改正案は⾼齢化社会への対応を⽬的としたものです。多数の改正の中
で遺⾔についても改正が予定されています。

＜ポイント①＞
作成した⾃筆証書遺⾔は⾃宅で保管するか、弁護⼠に預かってもらうしかで
きず、⾃宅での保管は遺⾔書の紛失や偽造の可能性がありました。改正案で
は作成した⾃筆証書遺⾔を法務局で保管してもうらことが出来ますので、紛
失や偽造の可能性は少なくなると考えられます。

＜ポイント②＞
⾃筆証書遺⾔は相続⼈全員が⽴会いのもと、家庭裁判所で検認という⼿続き
が必要でした。検認⼿続きをしないと遺⾔書の内容は確認することは出来ま
せんでした。改正案では検認⼿続きが不要となります。

＜ポイント③＞
⾃筆証書遺⾔は⼿書きで作成しなくてはならないため、財産⽬録についても
⼿書きの必要がありました。改正案では財産⽬録の部分は⼿書きでなくても
よいため、パソコンなどで作成出来るようになります。

遺⾔は最後の意思を遺す⼿段として、また不要な争いを避ける⼿段として、
全ての⽅が遺⾔を書く必要があります。

改正案が成⽴しても、実際に施⾏されるまでは時間がかかる
と思われます。

01 今月のトピックス

遺言に関する改正があります。

民法について大改正があると聞きました。
相続分野について教えてください。

住宅用地や新築住宅については
一定の軽減があります。

課長 牧本

固定資産税は、毎年１⽉１⽇現在、市町村の固定資産課税台帳に、
⼟地、家屋⼜は償却資産(事業⽤の機械など)の所有者として登録されている⼈に対
してかかる税⾦です。固定資産税は、所有者であるかぎリ毎年課税され、その税額
は、納税通知書に従って、原則として、年4固に分けて納付します。

固定資産税の税額は、次の算式により計算されますが、都市計画施⾏地内の⼟地
及び家屋に対しては、別に都市計画税が課税され、固定資産税と併せて納付するこ
とになっています。

＜住宅の敷地は課税標準を軽減＞
専⽤の住宅⽤地(別荘⽤地を除く)のうち、1⼾当たり200㎡以下の部分は、⼩規模

住宅⽤地として評価額の6分の1 (都市計画税は3分の1)を課税標準とします。1⼾当
たり200㎡を超える部分(住宅の床⾯積の10倍の⾯積が限度)は、⼀般住宅⽤地とし
て評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。なお、この課税標準
の軽減は、⼟地と住宅の所有者が別⼈であっても適⽤されます。

＜新築住宅は固定資産税を軽減＞
平成32年3⽉31⽇までに新築された住宅については、新たに固定資産税が課される

年度から⼀定期間の固定資産税を減額する特例が設けられています。対象となる家屋
の固定資産税額のうち、居住⽤部分(⼜は基準住居部分)に対応する税額(床⾯積120㎡
までの部分に限る)の2分の1に相当する⾦額が減額されます。

■固定資産税の算式
課税標準

（固定資産課税台帳に登録された評価額） × １.４％
（標準税率） ＝ 固定資産税

■都市計画税の算式
課税標準

（固定資産課税台帳に登録された評価額） × ０.３％
（制限税率） ＝ 都市計画税
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02 連載！不動産に係る税務

固定資産税の納付書が送られてきました。
住宅用地の軽減について教えてください。


